
東伊豆町既存建築物等耐震性向上事業費補助金交付要綱 

平成２６年３月５日 

要綱第５号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震発生時における既存建築物の倒壊等による災害を防

止するため、既存建築物等耐震性向上事業を実施する当該建築物の所有者、

居住者又は使用者（以下「所有者等」という。）に対し、予算の範囲内にお

いて交付する補助金に関し、東伊豆町補助金等交付規則（令和２年東伊豆町

規則第９号）に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）「既存建築物耐震診断事業」とは、静岡県地震対策推進条例（平成８

年静岡県条例第１号）第１５条第２項の既存建築物（国、地方公共団体そ

の他、公の機関が所有するものを除く。）の耐震診断を実施する事業をい

う。 

（２）「要緊急安全確認大規模建築物耐震診断事業」とは、建築物の耐震改

修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号。以下「法」という。）

附則第３条第１項に規定する要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断を実

施する事業をいう。 

（３）「耐震診断」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第４条第２

項第３号に基づき地震に対する安全性を評価することをいう。 

（４）「緊急輸送ルート等」とは、法第５条第３項第２号の規定に基づき、

静岡県耐震改修促進計画に、沿道建築物が地震によって倒壊した際に、そ

の道路の通行を妨げ、相当多数の県民の円滑な避難が困難になることを防

止するため、沿道建築物の所有者等に耐震診断の実施及び結果の報告を義

務付ける記載をした道路をいう。 

（５）「緊急輸送ルート等沿道建築物」とは、前号に掲げる道路に接する法



第５条第３項第２号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。 

（６）「緊急輸送ルート等沿道建築物補強計画策定事業」とは、緊急輸送ル

ート等沿道建築物の補強計画の策定を実施する事業をいう。 

（７）「緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化助成事業」とは、緊急輸送ルー

ト等沿道建築物の耐震補強、建替え又は除却工事を実施する事業をいう。 

（８）「既存建築物等耐震性向上事業」とは、第１号から前号までに掲げる

事業をいう。 

（補助の対象及び補助金の額） 

第３条 補助の対象及び補助金の額は、別表第１から別表第４のとおりとし、

１，０００円未満の端数を切り捨てるものとする。 

（補助対象要件） 

第４条 補助事業の対象要件は、次の各号に定めるものとする。ただし、既存

建築物及び既存住宅の耐震診断及び補強後の耐震性の評価は、平成１８年１

月２５日国土交通省告示第１８４号の別添による方法（国土交通大臣がこれ

と同等以上と認める方法を含む。）とする。 

（１）緊急輸送ルート等沿道建築物補強計画策定事業は、耐震診断の結果、

静岡県耐震判定指標値Is／ET（以下「Is／ET値」という。）が１．０未満

かつ構造耐震指標値Is（以下「Is値」という。）が０．６未満であった災

害時拠点施設のIs／ET値が１．０以上となる補強計画策定を行う事業及び

耐震診断の結果、Is値が０．６未満であった災害時拠点施設以外の建築物

のIs値が０．６以上となる補強計画策定を行う事業とする。なお、緊急輸

送ルート等沿道建築物のうち、木造の建築物においては、評点が１．０未

満である建築物の評点が１．０以上となる補強計画策定を行う事業とする。 

（２）緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化助成事業は、耐震診断の結果、Is

／ET値が１．０未満かつIs値が０．６未満であった災害時拠点施設のIs／

ET値が１．０以上となる耐震補強工事、Is値が０．６未満であった災害時

拠点施設以外の建築物のIs値が０．６以上となる耐震補強工事又はIs値が

０．６未満であった災害時拠点施設以外の建築物の建替え若しくは除却工



事を行う事業とする。なお、緊急輸送ルート等沿道建築物のうち、木造の

建築物においては、評点が１．０未満である建築物の評点が１．０以上と

なる耐震補強工事又は評点が１．０未満である建築物の建替え若しくは除

却工事を行う事業とする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、既

存建築物等耐震性向上事業費補助金交付申請書（様式第１号）に事業ごとに

次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１）既存建築物耐震診断事業、要緊急安全確認大規模建築物耐震診断事業 

ア事業計画書（様式第２号） 

イ事業収支予算書（様式第３号） 

ウ対象建築物に関する次に掲げる書類 

（ア）付近見取図（縮尺２，５００分の１以上の地図） 

（イ）配置図及び平面図 

（ウ）事業に要する経費の見積書の写し 

（エ）対象建築物の建築年月が確認できる書類（既存建築物耐震診断事

業の場合） 

（オ）改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物である

ことの確認書（平成２５年１０月４日国土交通省住宅局市街地建築課

市街地住宅整備室事務連絡 様式１）の写し（要緊急安全確認大規模

建築物耐震診断事業の場合） 

（カ）区分所有又は共有の建築物等の場合は、事業の実施について所有

者間で承認されていることが確認できるもの（総会議事録、同意書等） 

エその他町長が必要と認めたもの 

（２）緊急輸送ルート等沿道建築物補強計画策定事業 

ア事業計画書（様式第２号） 

イ事業収支予算書（様式第３号） 

ウ対象建築物に関する次に掲げる書類 



（ア）付近見取図（縮尺２，５００分の１以上の地図） 

（イ）配置図及び平面図 

（ウ）事業に要する経費の見積書の写し 

（エ）改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物である

ことの確認書（平成２５年１０月４日国土交通省住宅局市街地建築課

市街地住宅整備室事務連絡 様式１）の写し 

（オ）区分所有又は共有の建築物等の場合は、事業の実施について所有

者間で承認されていることが確認できるもの（総会議事録、同意書等） 

（カ）耐震診断結果報告書の写し 次に掲げる事項を記載した書類 

a建築物の名称、所在地、用途、診断者の名称、住所、診断年月日 

b構造部材強度（コンクリート、鉄筋、鉄骨、杭耐力、地耐力、その他） 

c耐震診断の方針 

d診断結果の概要 

e建築物の性質 

f総合所見 

g平面図、伏図、軸組図等 

エその他町長が必要と認めたもの 

（３）緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化助成事業（耐震補強工事） 

ア事業計画書（様式第２号） 

イ事業収支予算書（様式第３号） 

ウ対象建築物に関する次に掲げる書類 

（ア）付近見取図（縮尺２，５００分の１以上の地図） 

（イ）工事概要が分かる図面 

（ウ）事業に要する経費の見積書の写し 

（エ）改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物である

ことの確認書（平成２５年１０月４日国土交通省住宅局市街地建築課

市街地住宅整備室事務連絡 様式１）の写し 

（オ）区分所有又は共有の建築物等の場合は、事業の実施について所有



者間で承認されていることが確認できるもの（総会議事録、同意書等） 

（カ）耐震補強計画結果報告書及び補強計画に係る評定書（法第１４条

第１号に掲げる建築物又は階数が３以上で床面積の合計が１，０００

平方メートル以上の建築物に限る。）の写し 

エその他町長が必要と認めたもの 

（４）緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化助成事業（建替工事） 

ア事業計画書（様式第２号） 

イ事業収支予算書（様式第３号） 

ウ対象建築物に関する次に掲げる書類 

（ア）付近見取図（縮尺２，５００分の１以上の地図） 

（イ）工事概要が分かる図面 

（ウ）事業に要する経費の見積書の写し 

（エ）改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物である

ことの確認書（平成２５年１０月４日国土交通省住宅局市街地建築課

市街地住宅整備室事務連絡 様式１）の写し 

（オ）区分所有又は共有の建築物等の場合は、事業の実施について所有

者間で承認されていることが確認できるもの（総会議事録、同意書等） 

（カ）耐震診断結果報告書の写し 次に掲げる事項を記載した書類 

a建築物の名称、所在地、用途、診断者の名称、住所、診断年月日 

b構造部材強度（コンクリート、鉄筋、鉄骨、杭耐力、地耐力、その他） 

c耐震診断の方針 

d診断結果の概要 

e建築物の性質 

f総合所見 

g平面図、伏図、軸組図等 

（キ）新築建築物の建築確認済証の写し 

エその他町長が必要と認めたもの 

（５）緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化助成事業（除却工事） 



ア事業計画書（様式第２号） 

イ事業収支予算書（様式第３号） 

ウ対象建築物に関する次に掲げる書類 

（ア）付近見取図（縮尺２，５００分の１以上の地図） 

（イ）工事概要が分かる図面 

（ウ）事業に要する経費の見積書の写し 

（エ）改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物である

ことの確認書（平成２５年１０月４日国土交通省住宅局市街地建築課

市街地住宅整備室事務連絡 様式１）の写し 

（オ）区分所有又は共有の建築物等の場合は、事業の実施について所有

者間で承認されていることが確認できるもの（総会議事録、同意書等） 

（カ）耐震診断結果報告書の写し 次に掲げる事項を記載した書類 

a建築物の名称、所在地、用途、診断者の名称、住所、診断年月日 

b構造部材強度（コンクリート、鉄筋、鉄骨、杭耐力、地耐力、その他） 

c耐震診断の方針 

d診断結果の概要 

e建築物の性質 

f総合所見 

g平面図、伏図、軸組図等 

エその他町長が必要と認めたもの 

（交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、当該

申請が適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、既存建築物等耐震

性向上事業費補助金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知する

ものとする。 

（変更の申請及び承認） 

第７条 申請者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、既存建築

物等耐震性向上事業変更承認申請書（様式第５号）、変更事業計画書（様式



第２号）及び変更収支予算書（様式第３号）に変更の内容が分かる書類を添

付して提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。 

（１）施工箇所を変更する場合 

（２）総事業費の額を変更する場合 

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

２ 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めた場合は、既存建築物

等耐震性向上事業費変更承認通知書（様式第６号）により、申請者に通知す

るものとする。 

（遅滞等報告） 

第８条 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の

遂行が困難となった場合は、速やかに既存建築物等耐震性向上事業遅滞等報

告書（様式第７号）を町長に提出し、その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第９条 申請者は、補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又

は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の３月末日のいずれか早い日

までに、既存建築物等耐震性向上事業実績報告書（様式第８号）に事業ごと

に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１）既存建築物耐震診断事業、要緊急安全確認大規模建築物耐震診断事業 

ア事業実績書（様式第２号） 

イ収支決算書（様式第３号） 

ウ契約書及び領収書の写し 

エ耐震診断結果報告書の写し 次に掲げる事項を記載した書類 

（ア）建築物の名称、所在地、用途、診断者の名称、住所、診断年月日 

（イ）構造部材強度（コンクリート、鉄筋、鉄骨、杭耐力、地耐力、そ

の他） 

（ウ）耐震診断の方針 

（エ）診断結果の概要 

（オ）建築物の性質 



（カ）総合所見 

（キ）平面図、伏図、軸組図等 

オ耐震診断評定書（法第１４条第１号に掲げる建築物又は階数が３以上で

床面積の合計が１，０００平方メートル以上の建築物に限る。）の写し 

カ耐震診断実施者の登録資格者講習受講証の写し等（要緊急安全確認大規

模建築物耐震診断事業の場合） 

キその他町長が必要と認めたもの 

（２）緊急輸送ルート等沿道建築物補強計画策定事業 

ア事業実績書（様式第２号） 

イ収支決算書（様式第３号） 

ウ契約書及び領収書の写し 

エ耐震補強計画結果報告書 

オ補強計画に係る評定書（法第１４条第１号に掲げる建築物又は階数が３

以上で床面積の合計が１，０００平方メートル以上の建築物に限る。）

の写し 

カ補強計画策定者の登録資格者講習受講証の写し等 

キその他町長が必要と認めたもの 

（３）緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化助成事業（耐震補強工事） 

ア事業実績書（様式第２号） 

イ収支決算書（様式第３号） 

ウ契約書及び領収書の写し 

エ施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時の写真 

オ計画通りに工事を行ったことを証する工事監理報告書等の写し 

カその他町長が必要と認めたもの 

（４）緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化助成事業（建替工事） 

ア事業実績書（様式第２号） 

イ収支決算書（様式第３号） 

ウ契約書及び領収書の写し 



エ新築建築物の完了検査済証の写し 

オ施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時の写真 

カその他町長が必要と認めたもの 

（５）緊急輸送ルート等沿道建築物耐震化助成事業（除却工事） 

ア事業実績書（様式第２号） 

イ収支決算書（様式第３号） 

ウ契約書及び領収書の写し 

エ建築物除却届の写し 

オ施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時の写真 

カその他町長が必要と認めたもの 

（補助金の額の確定） 

第１０条 町長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当であ

ると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、既存建築物等耐震性向

上事業費補助金交付確定通知書（様式第９号）により申請者に通知するもの

とする。 

（補助金の請求） 

第１１条 申請者は、前条の通知を受けた日から速やかに、既存建築物等耐震

性向上事業費補助金請求書（様式第１０号）を町長に提出しなければならな

い。 

（帳簿及び書類の保管等） 

第１２条 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を

整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５

年間保管しなければならない。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から、施行する。 

２ 第２条第１項第２号に規定する要緊急安全確認大規模建築物耐震診断事業



は、平成２８年３月３１日までに事業を完了するものとする。 

附 則（平成３０年５月２２日要綱第１６号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年２月１８日要綱第４号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年２月１４日要綱第２号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３０日要綱第２９号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１１月４日要綱第３５号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年３月１８日要綱第７号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月２６日要綱第７号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

事業の区分 補助の対象 補助金の額 

既存建築物耐震診

断事業 

対象建築物の所有者等

が行う当該事業に要す

る経費 

１棟ごとに、当該事業に要する経

費と別表第２に定める基準額とを

比較して、いずれか少ない額の３

分の２以内の額とし、２，０００，

０００円を限度とする。 

要緊急安全確認大

規模建築物耐震診

断事業 

対象建築物の所有者等

が行う当該事業に要す

る経費 

１棟ごとに、当該事業に要する経

費と別表第２に定める基準額とを

比較して、いずれか少ない額の１

５分の１１以内の額とする。 

緊急輸送ルート等 対象建築物の所有者等 １棟ごとに、当該事業に要する経



沿道建築物補強計

画策定事業 

が行う当該事業に要す

る経費 

費と別表第３に定める基準額とを

比較して、いずれか少ない額の１

０分の１０以内の額とする。 

緊急輸送ルート等

沿道建築物耐震化

助成事業 

対象建築物の所有者等

が行う当該事業に要す

る経費 

１棟ごとに、当該事業に要する経

費と別表第４に定める基準額とを

比較して、いずれか少ない額の５

分の４以内の額とする。 

別表第２（第３条関係） 

構造 延べ面積 基準額 

非木造戸建住宅 面積区分無し ２０４，０００円

既存建築物（戸建

住宅以外のもの）

１，０００m２以下の部分 １m２当たり４，５８０円を乗じ

て得た額 

１，０００m２を超え、２，０

００m２以下の部分 

１m２当たり２，３５０円を乗じ

て得た額 

２，０００m２を超える部分 １m２当たり１，５７０円を乗じ

て得た額 

別表第３（第３条関係） 

用途 構造 延べ面積 基準額 

一戸建住宅 木造 － 図面有りの場合：１４４，

０００円 

図面無しの場合：２５９，

０００円 

非木造 １，８００，０００円

一戸建住宅

以外 

－ １，０００㎡未満 ３，０００，０００円

１，０００㎡以上２，００

０㎡未満 

４，８００，０００円

２，０００㎡以上３，００ ６，０００，０００円



０㎡未満 

３，０００㎡以上５，００

０㎡未満 

７，２００，０００円

５，０００㎡以上１０，０

００㎡未満 

９，０００，０００円

１０，０００㎡以上 １０，８００，０００円

別表第４（第３条関係） 

用途 基準額 

住宅（マンションを除く。） 延べ面積１m２当たり３９，９００円を

乗じて得た額 

マンション 延べ面積１m２当たり５１，７００円を

乗じて得た額 

（免震等特殊工法の場合は、８６，４０

０円を乗じて得た額） 

建築物 延べ面積１m２当たり５７，０００円を

乗じて得た額 

（免震等特殊工法の場合は、９３，３０

０円を乗じて得た額） 


